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付
託
さ
れ
た
議
案
３
件
を
審
査
し
ま
し

た
。

○
第
35
号
議
案

　

公
有
水
面
埋
立
に
関
す
る
意
見
に

つ
い
て

　

公
有
水
面
埋
立
法
の
規
定
に
よ
り
、
公

有
水
面
埋
立
て
に
関
し
て
地
元
市
長
と
し

て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
支
障
が

な
い
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て

議
会
の
議
決
を
経
よ
う
と
す
る
も
の
。

こ
の
事
業
の
期
間
は
ど
れ
く
ら

い
か
。
用
途
が
海
岸
保
全
施
設
用
地
と

な
っ
て
い
る
が
、
何
か
作
る
計
画
が
あ
る

の
か
。

　
　
　
　
　
　
　

委員会活動報告

９月７日の本会議で付託された議案等について、総務委員会（９月１０日）、

産業建設委員会（９月１１日）、教育厚生委員会（９月１２日）、予算審査　

特別委員会（９月１４日）を開き、審査しましたので、その概要をお知らせ

します。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

付
託
さ
れ
た
議
案
１
件
を
審
査
し
ま
し

た
。

○
第
34
号
議
案

　

島
原
市
の
長
の
選
挙
に
お
け
る
選

挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
営
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
市
議
会
議
員
選
挙
に
お

い
て
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
ビ
ラ

の
作
成
を
公
営
と
す
る
た
め
、
こ
の
条
例

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
　
　
　

ビ
ラ
を
配
る
期
間
と
は
が
き
を

出
す
期
間
は
何
日
間
な
の
か
。

 

総    

務  

委
員
会

質
疑

ビ
ラ
を
配
る
期
間
は
告
示
日
か

ら
選
挙
期
日
の
前
日
ま
で
で
、
は
が
き
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
市
議
会
議
員
選

挙
の
場
合
、
６
日
間
と
な
る
。

期
日
前
投
票
を
す
る
人
が
多

く
、
今
後
は
そ
の
割
合
が
高
く
な
る
と
思

う
。
期
日
前
投
票
を
し
た
人
に
ビ
ラ
や
は

が
き
を
渡
す
こ
と
も
あ
り
、
無
駄
な
部
分

も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
ビ
ラ
や
は

が
き
の
効
果
は
何
な
の
か
。

改
正
の
趣
旨
は
、
有
権
者
が
知

る
機
会
の
拡
大
の
た
め
候
補
者
が
掲
げ
る

政
策
を
ビ
ラ
で
頒
布
す
る
こ
と
の
必
要
性

が
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
市
長
選
挙

と
等
し
く
議
会
、
会
派
が
候
補
者
の
公
約

等
を
掲
げ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
普
及
に
も

生
か
さ
れ
、
旧
来
の
選
挙
と
は
違
っ
た
形

で
の
政
策
に
よ
る
候
補
者
選
択
を
明
確
に

す
る
選
挙
が
こ
れ
か
ら
進
ん
で
い
く
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

ビ
ラ
は
告
示
後
頒
布
と
い
う
こ

と
だ
が
、
頒
布
方
法
は
ど
う
な
る
の
か
。

公
職
選
挙
法
に
定
め
ら
れ
て
お

り
、
新
聞
折
り
込
み
に
よ
る
頒
布
、
候
補

者
の
選
挙
事
務
所
内
に
お
け
る
頒
布
、
候

補
者
の
個
人
演
説
会
の
会
場
内
に
お
け
る

頒
布
、
候
補
者
の
街
頭
演
説
の
場
所
に
お

け
る
頒
布
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
ビ
ラ
の
サ
イ
ズ
の
制
限
等
に

つ
い
て
の
質
疑
が
な
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

産
業
建
設  

委
員
会
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事
業
期
間
は
平
成
30
年
度
か
ら

35
年
度
ま
で
で
あ
る
。
用
地
は
物
揚
げ
場

と
聞
い
て
お
り
箱
物
を
作
る
予
定
は
な

い
。

地
元
漁
協
の
同
意
は
と
れ
て
い

る
の
か
。

漁
協
の
組
合
員
は
２
３
１
名
だ

が
、
総
会
時
に
お
い
て
１
１
７
名
の
出
席

で
そ
の
う
ち
１
１
４
名
の
賛
成
が
あ
っ
た

と
聞
い
て
い
る
。

採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
40
号
議
案

　

平
成
29
年
度
島
原
市
温
泉
給
湯
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

地
方
自
治
法
第
２
３
３
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

歳
入
決
算
額
１
億
３
３
１
３
万
６
４
６

６
円
、
歳
出
決
算
額
１
億
２
７
２
８
万
２

３
７
５
円
、
差
し
引
き
５
８
５
万
４
０
９

１
円
の
繰
越
決
算
。

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
方
式
に
よ
り
灯

油
か
ら
電
気
に
変
わ
っ
た
が
、
光
熱
水
費

に
変
化
は
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
昨
年
、
大

臣
表
彰
を
受
け
た
が
、
ど
れ
く
ら
い
Ｃ
Ｏ

２
が
削
減
さ
れ
た
の
か
。

昨
年
度
の
電
気
料
金
は
約
１
８

９
０
万
円
で
あ
り
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
を
す

る
前
の
灯
油
代
は
約
５
６
０
０
万
円
で
あ

る
。
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
は
、
導
入
前
か
ら

比
べ
る
と
66
％
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

未
収
金
の
動
き
は
あ
っ
た
の

か
。
納
付
の
見
込
み
は
あ
る
の
か
。

一
つ
目
が
約
２
０
０
０
万
円
、

二
つ
目
が
約
１
０
０
万
円
、
三
つ
目
が
約

30
万
円
の
未
収
と
な
っ
て
い
る
。
大
変
難

し
い
問
題
で
あ
る
の
で
、
今
後
も
対
応
を

考
え
て
い
く
。

未
収
金
を
防
止
す
る
対
策
を
早

く
作
る
べ
き
で
あ
る
。
未
収
が
あ
る
程
度

の
期
間
が
過
ぎ
た
ら
供
給
停
止
す
る
な

ど
、
条
例
や
規
則
等
の
改
正
は
で
き
な
い

の
か
。

現
在
、
条
例
の
中
に
使
用
料
を

滞
納
し
た
場
合
に
供
給
を
停
止
す
る
規
定

が
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
定
め

ら
れ
る
の
か
弁
護
士
に
相
談
し
た
い
。
ま

た
、
温
泉
審
議
会
に
も
諮
り
議
論
を
い
た

だ
き
、
方
向
性
を
見
出
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
ほ
か
、
工
事
分
担
金
の
見
直
し
等

に
つ
い
て
の
質
疑
が
な
さ
れ
、
採
決
の
結

果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

○
第
42
号
議
案

　

平
成
29
年
度
島
原
市
水
道
事
業
会

計
剰
余
金
の
処
分
及
び
決
算

　

地
方
公
営
企
業
法
第
32
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
決
算
に
伴
う
剰
余
金
を
処

分
し
、
あ
わ
せ
て
同
法
第
30
条
第
４
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
も
の
。

　

有
明
地
区
は
耐
震
性
の
あ
る
新

し
い
管
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
の
計
画
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

有
明
地
区
は
簡
易
水
道
の
統
合

事
業
と
水
質
改
善
を
事
業
内
容
に
入
れ
、

施
設
の
新
設
等
を
行
い
、
約
31
億
円
の
事

業
を
行
っ
た
。
現
在
、
管
路
の
更
新
率
が

有
明
町
で
約
51
％
で
あ
る
。

漏
水
、
給
水
温
度
の
上
昇
は
改

善
さ
れ
た
の
か
。

漏
水
修
理
で
多
い
の
が
、
本
管

か
ら
引
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
の
給
水
管
で
あ

る
。
現
在
は
、
メ
ー
タ
ー
ま
で
の
修
理
等

を
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
給
水
温
度
の

上
昇
に
つ
い
て
は
、
水
が
回
る
よ
う
に
配

管
を
変
え
た
り
、
バ
ル
ブ
操
作
を
し
て
水

の
流
れ
を
変
え
た
り
し
対
応
し
て
い
る
。

安
中
地
区
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
ン
な
ど
で

水
を
流
し
な
が
ら
、
水
の
流
れ
を
作
り
温

度
を
下
げ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
水
道
料
金
改
定
の
際
の
収

益
の
変
化
等
に
つ
い
て
の
質
疑
が
な
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、
原
案
可
決
及
び
認
定
す
る

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

付
託
さ
れ
た
議
案
３
件
を
審
査
し
ま
し

た
。

○
第
37
号
議
案　

　

平
成
30
年
度
島
原
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

　

予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９

８
６
万
７
千
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額

を
70
億
８
５
１
万
９
千
円
と
す
る
も
の
。

療
養
給
付
費
交
付
金
償
還
金
の

内
容
と
財
源
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
事
業
の
退
職
者

医
療
制
度
で
は
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
か

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

教
育
厚
生 

委
員
会

答
弁

質
疑

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

答
弁
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ら
、
拠
出
金
と
し
て
療
養
給
付
費
交
付
金

を
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
平
成
29
年
度
分

の
療
養
給
付
費
交
付
金
を
精
査
し
た
と
こ

ろ
、
返
還
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
計
上

し
て
い
る
も
の
で
、
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
の
一
般
財
源
か
ら
返
納
す
る
も

の
で
あ
る
。返

納
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
想

定
し
た
よ
り
も
医
療
費
が
抑
え
ら
れ
た
の

か
。

療
養
給
付
費
交
付
金
な
ど
を
財

源
と
す
る
退
職
者
医
療
制
度
が
平
成
27
年

３
月
末
で
廃
止
さ
れ
、
現
在
は
経
過
措
置

と
し
て
資
格
が
継
続
さ
れ
て
い
る
状
況
で

平
成
27
年
４
月
以
降
は
退
職
者
医
療
制
度

に
新
た
に
加
入
さ
れ
る
方
は
い
な
い
の

で
、
該
当
者
が
年
々
減
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
医
療
費
も
減
っ
て
き
て
い
る
。

採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
39
号
議
案　

　

平
成
29
年
度
島
原
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

地
方
自
治
法
第
２
３
３
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

歳
入
決
算
額
82
億
４
５
４
６
万
４
４
１

８
円
、
歳
出
決
算
額
81
億
９
０
２
５
万
１

１
２
７
円
、
差
し
引
き
５
５
２
１
万
３
２

９
１
円
の
繰
越
決
算
。

歳
入
の
一
般
会
計
繰
入
金
に
つ

い
て
、
市
が
負
担
す
る
部
分
に
は
交
付
税

措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
い

い
の
か
。

一
般
会
計
繰
入
金
は
、
保
険
基

盤
安
定
繰
入
金
、
職
員
給
与
費
等
繰
入

金
、
出
産
育
児
一
時
金
等
繰
入
金
、
財
政

安
定
化
支
援
事
業
繰
入
金
、
そ
の
他
一
般

会
計
繰
入
金
の
５
項
目
に
区
分
し
て
い

る
。
そ
の
う
ち
、
保
険
基
盤
安
定
繰
入
金

か
ら
財
政
安
定
化
支
援
事
業
繰
入
金
ま
で

は
法
定
の
繰
り
入
れ
と
な
り
、
市
が
負
担

す
る
部
分
に
は
交
付
税
措
置
が
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
他
一
般
会
計
繰
入
金
に
つ
い
て

は
、
国
保
財
政
の
厳
し
い
状
況
が
あ
る
の

で
、
一
般
会
計
か
ら
一
般
財
源
を
持
ち
出

し
、
法
定
外
の
繰
り
入
れ
と
し
て
、
国
保

会
計
に
繰
り
入
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
都
道
府
県
化
に
よ
る
国
保

事
業
の
今
後
の
見
通
し
等
に
つ
い
て
の
質

疑
が
な
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
認
定
す
る

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
41
号
議
案　

　

平
成
29
年
度
島
原
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

地
方
自
治
法
第
２
３
３
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

歳
入
決
算
額
６
億
１
５
５
２
万
３
２
３

６
円
、
歳
出
決
算
額
６
億
４
０
４
万
８
５

０
５
円
、
差
し
引
き
１
１
４
７
万
４
７
３

１
円
の
繰
越
決
算
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
徴

収
状
況
に
つ
い
て
は
。

平
成
29
年
度
で
、
被
保
険
者
が

８
１
５
７
人
お
り
、
年
金
天
引
き
等
の
特

別
徴
収
の
方
が
６
９
１
７
人
で
約
85
％
。

残
り
の
１
２
４
０
人
で
15
％
の
方
に
つ
い

て
は
、
口
座
引
落
や
納
付
書
で
の
納
入
と

い
う
形
で
あ
る
。

保
険
料
の
所
得
割
や
均
等
割
に

つ
い
て
、
軽
減
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る

思
う
が
、
負
担
が
ふ
え
て
い
る
方
の
推
移

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

保
険
料
の
軽
減
見
直
し
に
つ
い

て
、
例
え
ば
、
所
得
割
の
軽
減
は
、
平
成

28
年
度
に
５
割
だ
っ
た
方
が
29
年
度
は

２
割
に
な
り
、
30
年
度
に
つ
い
て
は
廃
止

に
な
る
。
ま
た
、
社
会
保
険
な
ど
の
被
扶

養
者
だ
っ
た
方
の
均
等
割
の
軽
減
は
、
28

年
度
が
９
割
、
29
年
度
が
７
割
、
30
年
度

は
５
割
と
な
る
。
29
年
度
決
算
で
は
、

所
得
割
の
影
響
が
あ
る
方
は
８
６
０
名

で
、
均
等
割
の
影
響
が
あ
る
方
は
６
９

４
名
。

こ
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
推
移
の
予
測
等
に
つ
い
て
の
質
疑
が
な

さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
１
件
を
審
査
し
ま
し

た
。

○
第
36
号
議
案　

　

平
成
30
年
度
島
原
市
一
般
会
計　

補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

４
億
５
８
８
１
万
円
を
追
加
し
、
予
算
の

総
額
を
２
５
９
億
49
万
６
千
円
と
す
る
も

の
。

　

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
常
任
委
員

会
を
単
位
と
す
る
各
所
管
の
分
科
会
か
ら

の
審
査
報
告
を
行
い
、
そ
の
後
、
総
括
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

予
算
審
査
特
別 

委
員
会
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教
育
文
化
振
興
事
業
団
と
人
工

芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
指
定
管
理
料
等
返
還
金

に
つ
い
て
、
近
年
の
推
移
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。事

業
団
の
指
定
管
理
料
に
つ
い

て
、
事
務
局
費
を
除
く
委
託
料
と
指
定
管

理
料
の
合
計
は
平
成
27
年
度
が
約
２
４
７

０
万
円
、
平
成
28
年
度
が
約
１
５
０
０
万

円
、
平
成
29
年
度
が
約
１
２
１
０
万
円
で

あ
り
、
年
々
減
少
傾
向
で
あ
る
。

　

人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
平

成
27
年
度
が
約
１
５
６
万
円
、
平
成
28
年

度
が
約
１
０
７
万
円
、
平
成
29
年
度
が
約

１
４
８
万
円
と
い
う
推
移
で
あ
る
。

体
育
館
、
文
化
会
館
、
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
サ
ッ
カ
ー
グ
ラ
ウ
ン

ド
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
利
用
状
況
は

向
上
し
て
い
る
の
か
。

事
業
団
の
所
管
し
て
い
る
施
設

に
つ
い
て
は
、
ト
ー
タ
ル
で
約
３
万
人
の

利
用
者
の
増
が
あ
り
、
事
業
収
入
に
つ
い

て
は
使
用
料
の
値
上
げ
等
も
あ
る
が
、
年

間
１
３
０
万
円
く
ら
い
増
加
し
て
い
る
。

　

人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
利
用
状
況
に
つ

い
て
は
、
平
成
27
年
度
は
約
８
万
５
４
０

０
人
、
平
成
28
年
度
が
約
10
万
８
千
人
、

平
成
29
年
度
が
約
10
万
７
千
人
と
10
万
人

を
超
え
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　

使
用
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年
度
と

平
成
28
年
度
を
比
べ
る
と
約
30
万
円
ほ
ど

伸
び
て
お
り
、
平
成
28
年
度
と
平
成
29
年

度
で
は
約
17
万
円
、
全
体
で
伸
び
て
い
る

状
況
で
あ
る
。

土
木
費
の
国
庫
補
助
金
、
社
会

資
本
整
備
総
合
交
付
金
に
つ
い
て
、
内
容

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

歳
出
で
道
路
維
持
管
理
経
費
の

測
量
及
び
設
計
業
務
委
託
料
８
０
０
万
円

と
無
電
柱
化
事
業
補
助
金
１
千
万
円
を
計

上
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
の
国
か
ら

の
補
助
金
の
額
で
あ
り
、
測
量
及
び
設
計

業
務
委
託
料
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
の
内

示
が
７
２
５
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

半
分
の
３
６
２
万
５
千
円
で
あ
る
。
無
電

柱
化
補
助
金
に
つ
い
て
は
１
千
万
円
の
半

分
が
国
か
ら
補
助
が
あ
り
、
そ
の
合
計
額

の
８
６
２
万
５
千
円
を
計
上
し
て
い
る
。

土
地
建
物
売
払
収
入
１
億
９
３

９
０
万
円
は
東
京
学
生
寮
の
売
却
収
入
だ

と
思
う
が
、
面
積
と
坪
単
価
、
建
物
の
解

体
費
は
ど
の
く
ら
い
に
な
っ
た
の
か
。

旧
東
京
学
生
寮
の
売
却
に
伴
う

収
入
で
面
積
は
４
９
８
・
２
８
平
方
メ
ー

ト
ル
、
約
１
５
０
坪
で
あ
る
。
売
却
収
入

の
坪
単
価
は
約
１
３
０
万
円
で
あ
っ
た
。

今
回
、
建
物
が
建
っ
た
ま
ま
の
売
却
で
あ

り
、
購
入
業
者
が
解
体
を
や
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
建
物
の
解
体
費
用
は
わ
か

ら
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
教
育
文
化
振
興
事
業
団
の

給
与
や
労
働
環
境
の
改
善
に
つ
い
て
の
質

疑
が
な
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と

お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

議案番号 件 　 名 議決結果

報告第 10 号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 報　　告

第 3 3 号 専決処分の承認について（平成 30年度島原市一般会計補正予算（第
３号）） 承　　認

第 3 4 号 島原市の長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する
条例の一部を改正する条例 原案可決

第 3 5 号 公有水面埋立に関する意見について 原案可決

第 3 6 号 平成３０年度島原市一般会計補正予算（第４号） 原案可決

第 3 7 号 平成３０年度島原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

第 3 8 号 平成２９年度島原市一般会計歳入歳出決算 継続審査

第 3 9 号 平成２９年度島原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 認　　定

第 4 0 号 平成２９年度島原市温泉給湯事業特別会計歳入歳出決算 認　　定

第 4 1 号 平成２９年度島原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 認　　定

第 4 2 号 平成２９年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算 　 原案可決
　 及び認定

第 4 3 号 人権擁護委員の候補者の推薦について（田浦文博氏） 同　　意

第 4 4 号 人権擁護委員の候補者の推薦について（永石一成氏） 同　　意

第 4 5 号 人権擁護委員の候補者の推薦について（下田恭子氏） 同　　意

特別委員会の設置について 設　　置

9 月定例会ではこんなことが決まりました
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